
令和８年度 組織改正について

（主な項目）

１ 子育て満足度日本一の実現に向けたこども・子育て支援体制の強化

（１）「こども政策局長」の設置

（２）児童虐待対応の更なる迅速化のための体制強化

２ 世界に選ばれる観光県の実現に向けた官民一体の観光推進体制の再編

（「観光局」の改組）

３ 農地を活かし次世代につなぐ地域営農の更なる推進

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ２ 日
総 務 部 行 政 企 画 課

（基本的な考え方）

「安心・元気・未来創造ビジョン２０２４～新しいおおいたの共創～」を着実に
推進し、社会情勢の変化や新たな行政需要等に迅速かつ的確に対応できる組織体制
を整備する。
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現行(R7.4.1現在) 改正案

人口減少が進む中、少子化対策や依然として多い児童虐待をはじめとする困難を抱えるこどもへの支援など、複雑化・多様
化する課題に一層迅速かつ機動的に対応できるよう、こども政策全体のマネジメント機能や支援体制を強化する。

１ 子育て満足度日本一の実現に向けたこども・子育て支援体制の強化

※医療政策課
地域医療政策監が兼務

・医療的ケア児、発達障がい児支援

・自立支援協議会、自立支援給付費

・施設支援班業務
・自立支援協議会、自立支援給付費

【 福 祉 保 健 部 】

２

（１）「こども政策局長」の設置
こども政策のリード役として「こども政策局長」を新設する。併せて、障害福祉課から障がい児支援業務を移管するなど、

こどもに関する施策を一元化する。

【 福 祉 保 健 部 】

・医療的ケア児、発達障がい児支援
・医療的ケア児受入体制整備業務

女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー

こ ど も 未 来 課

課 長 こ ど も 企 画 班

参事（兼）
子 育 て 支 援 班

幼 児 教 育 ・ 保 育 班

母 子 保 健 班

こ ど も ・ 家 庭支 援課

課 長 家 庭 支 援 班

こ ど も 育 成 支 援 班

中 央 児 童 相 談 所

＜ こ ど も ・ 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー ＞

大 分 支 所

中 津 児 童 相 談 所

二 豊 学 園

障 害 福 祉 課

課 長 管 理 ・ 計 画 班

精 神 保 健 福 祉 班

施 設 支 援 班

自 立 ・ 療 育 支 援 班

局 長

女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー

こ ど も 政 策 局

課 長 こ ど も 政 策 班

参事（兼）
子 育 て 支 援 班

幼 児 教 育 ・ 保 育 班

母 子 保 健 班

課 長 家 庭 支 援 班

参事（兼）
こ ど も 育 成 支 援 班

＜ こ ど も ・ 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー ＞

中 央 児 童 相 談 所

大 分 支 所

中 津 児 童 相 談 所

二 豊 学 園

課 長

障 害 者 支 援 班

管 理 ・ 計 画 班

こ ど も 未 来 政 策 課

こ ど も ・ 家 庭 支 援 課

障 害 福 祉 課

精 神 保 健 福 祉 班

障 害 児 支 援 班



女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー

大 分 支 所

大分支所長 措 置 児 童 支 援 課

相 談 支 援 課

次 長 課 長 措置児童支援第一班

中 央 児 童 相 談 所

心 理 支 援 第 二 班

中 津 児 童 相 談 所

二 豊 学 園

相 談 支 援 第 三 班

相 談 支 援 第 四 班

心 理 支 援 課

〈こども･女性相談支援センター〉

課 長 心 理 支 援 第 一 班

課 長 相 談 支 援 第 一 班

相 談 支 援 第 二 班

次 長 措置児童支援第二班

女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー

大 分 支 所

大分支所長 措 置 児 童 支 援 課

相 談 支 援 課

次 長 課 長 措置児童支援第一班

中 央 児 童 相 談 所

心 理 支 援 第 二 班

中 津 児 童 相 談 所

二 豊 学 園

相 談 支 援 第 三 班

心 理 支 援 課

課 長 心 理 支 援 第 一 班

〈こども･女性相談支援センター〉

課 長 相 談 支 援 第 一 班

相 談 支 援 第 二 班

措置児童支援第二班

現行(R7.4.1現在) 改正案

３

１ 子育て満足度日本一の実現に向けたこども・子育て支援体制の強化

（２）児童虐待対応の更なる迅速化のための体制強化

「こども・女性相談支援センター」の児童福祉司等を１０名増員する。また、対応件数が最も多い大分市を管轄する
「大分支所」について、「相談支援課」を４班体制に拡充するとともに、マネジメント機能の強化を図るため次長を２
名体制にする。

４１ ４７

【こども政策局 地方機関】

職員数︓117名
職員数︓127名
うち 児童福祉司71名（7名増員）

児童心理司33名（3名増員）

７１

９９

６７



・ツーリズムおおいた調整・連携
・データマーケティング、観光統計
・宿泊業人材確保

・ツーリズム戦略
・観光振興財源の検討
・予算、議会、広報、法定業務
・おおいたツーリズム大学

観 光 産 業 振 興 班

課 長 観 光 政 策 班

【 観 光 局 】

観 光 政 策 課

・戦略パートナー連携
・海外誘客、訪日教育旅行
・高付加価値化、情報発信

観 光 誘 致 促 進 室

室 長 国 内 誘 致 班

・広域連携、関係団体との連携
・国内誘客、教育旅行等団体誘致
・地域の課題解決支援

海 外 誘 致 班

・誘客方針
・広域連携、関係団体との連携
・戦略パートナー連携
・MOU締結地域等との交流促進

・ツーリズム戦略
・観光振興財源の調整
・予算、議会、広報、法定業務
・ツーリズムおおいた調整、連携

観 光 誘 致 促 進 班

課 長 観 光 政 策 班

【 観 光 局 】

観 光 政 策 課

現行(R7.4.1現在) 改正案

世界に選ばれる持続可能な観光県を目指し、官民一体となった観光誘客活動等を展開するため、「観光誘
致促進室」を発展的に解消し、ツーリズムおおいたへの業務援助職員を拡充するとともに、県観光局の政策
立案・調整機能の更なる向上を図るなど、ツーリズムおおいたと一体となって観光推進体制を強化する。

ツーリズムおおいたへ
各事業の遂行主体を移行

( 廃 止 )

２ 世界に選ばれる観光県の実現に向けた官民一体の観光推進体制の再編
（「観光局」の改組）

３ １３

４



【 農 林 水 産 部】

管 理 ・ 農 地 班

農 地 集 積 班
地域営農
推進監

課 長

地 域 営 農 企 画 班

水 田 活 用 推 進 班

生産流通部長

【 総 務 部 】

農地活用・営農推進課

園 芸 第 一 班

園 芸 第 二 班

畜 産 班

営 農 推 進 班

地域営農・水田活用班

振　興　局

【 農 林 水 産 部】

農 地 集 積 班
水田畑地化

推進監

管 理 ・ 農 地 班

園 芸 第 一 班

園 芸 第 二 班

畜 産 班

生産流通部長 営 農 推 進 班

集落営農・水田畑地化班

水田畑地化・集落営農課

課 長

【 総 務 部 】

地 域 営 農 企 画 班

水 田 活 用 推 進 班

振　興　局

現行(R7.4.1現在) 改正案

農業の成長産業化に不可欠な農地集積・集約化など農地の有効活用や、地域の特性を活かした農業・

農村の活性化による持続可能な営農を更に推進していくため、「水田畑地化・集落営農課」を「農地活
用・営農推進課」へ改称するとともに、同課に「地域営農推進監」を設置する。
併せて、各振興局の「集落営農・水田畑地化班」を「地域営農・水田活用班」へ改称する。

３ 農地を活かし次世代につなぐ地域営農の更なる推進

・水田畑地化に係
る市町村・関係
団体との連携

・中山間地域農業・農村
活性化指針の統括

・各市町地域計画の見直
しの統括

５



（問合せ先）
大分県 総務部 行政企画課
TEL:097-506-2241

【組織に関すること】

（参考） 組織の増減状況

１．本庁

２．地方機関 ：±０（ ６２ → ６２ ）

（１）部・局：±０（８→８）
（２）部内局：＋１（３→４）

（３）課・室：△１（９４→９３）

増 減 増 減

＋1 こども政策局

部 局 名

福 祉 保 健 部

増 減 増 減

こども政策局　こども未来政策課 こども未来課

こども政策局　こども・家庭支援課 こども・家庭支援課

△１ 観光局 観光誘致促進室

０ 農地活用・営農推進課 水田畑地化・集落営農課

部 局 名

農 林 水 産 部

商工観光労働部

福 祉 保 健 部 ０

６


